
認定請求書添付資料一覧 （R7.3)
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6 7 8 9 - - - - - - 55 57 58 59・60 - - - - 62・63 25

※2 ※2 - - - ※3 - ※4 ※5 - ※6 - - - - - ※7 - ※8 ※9 ※10 ※11

勤務時間中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

時間外(休日)勤務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

担当外の職務遂行中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○) 職務命令等に関する資料

出張中(外勤含む) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

研修中、訓練中、レク
リエーション参加中

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)
・実施に関する関係規程・決裁等
・参加したことを証明する書類

通勤途上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

その他の負傷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

負傷による腰痛
(災害性腰痛)※12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

負傷によらない腰痛
(非災害性腰痛)※12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

熱中症・熱射病 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

その他の疾病 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)
血液検査結果の写し(B及びC型肝炎・HIV・梅毒等の
血液汚染事故の場合)

通勤災害 通勤災害 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○)

短時間勤務職員
常勤的非常勤職員

○

加害者のあるもの ○ ○ (○) ○

交通事故 ○ ○
自転車等の転倒による自損事故も交通事故として取
扱う。

追加・再発 公務災害・通勤災害 ○ ○

・血液検査結果の写し(B及びC型肝炎・HIV・梅毒等
の血液汚染事故の場合)
・クラブ活動中：「事務分掌表」
・授業中：「校時表」、「時間割表」

支部様式番号

注意事項

公務災害
(負傷)

公務災害
(疾病)

上掲に加えて

添付資料

区分



注意事項

※1 ○は、必ず添付し、(○)は、必要な場合に添付してください。

※2

・災害発生日と初診日が異なる場合は、「災害発生日～初診までの療養状況(支部様式第10号)」を作成して添付してください。

※3 現認者がいる場合は、現認者によること。報告受理書は、役職の上下を問わず最初に報告を受けた方が作成してください。

※4 口頭で命令した場合は、「被災職員名、命令した内容」等がわかる所属長の証明書を提出してください。

※5 出張命令簿がない場合は、公用車使用簿・作業日誌等の写しを添付してください。これらがない場合は、「年月日、用務地、内容、被災職員名」等がわかる所属長の証明書を提出してください。

※6 ・経路図には、出発地及び目的地、災害発生場所(通勤途上の場合は、自宅及び勤務場所、災害発生場所)の３地点を明記した地図に被災当日の災害発生場所までの経路(赤の実線)、以後の予定経路(赤の破線)を明記してください。

・通勤途上の被災で通勤経路と異なる経路をとっていた場合は、その理由書を添付してください。

※7 賠償(示談)先行ができない場合は、次の書類を基金に提出してください。なお、加害者が作成するものもありますので、相手方への連絡等も必要となります。

・加害者が不明の場合･･･補償先行申出書(支部様式第50号)、確約書入手不能理由書・加害者調(支部様式第53号)

・加害者が無資力の場合･･･補償先行申出書(支部様式第50号)、確約書入手不能理由書・加害者調(支部様式第53号)、確約書を提出できない理由書(支部様式第54号)

・加害者が賠償に応じない場合･･･補償先行申出書(支部様式第50号)、確約書入手不能理由書・加害者調(支部様式第53号)

※8 常勤的非常勤職員の請求の場合は、過去１年分添付してください。常勤的非常勤職員の要件を満たしたことを確認できる期間であれば、直近１年でなくても構いません。

※9 常勤的非常勤職員の請求の場合は、※8の出勤簿の期間の雇用状況がわかるものを添付してください（年度をまたぐ場合は各年度のものが必要）。

※10 基金から医療機関等に対し、被災職員の傷病等について照会を行うことがありますので、本人(本人が死亡している場合は、その遺族)の「同意書」を添付してください。

※11 認定請求書を所属が受け付けた時点で傷病が治ゆ又は症状固定している場合に、作成して添付してください。認定請求書に添付いただいた場合、認定後に改めての提出は不要です。

※12

非災害性腰痛･･･重量物の取扱い業務その他腰部に過度の負担がかかる作業に長時間従事する間に徐々に発症してくる腰痛

災害性腰痛･･･業務中の転落や転倒等の負傷に起因する腰痛

・治療費が高額になることが予想され、一時的に加害者の負担能力を超える場合･･･補償先行申出書(支部様式第50号)、確約書(支部様式第51号又は52号)

・被災職員にも相当の過失があり、被災職員に負担が生じる場合･･･補償先行申出書(支部様式第50号)、確約書(支部様式第51号又は52号)

・傷病名が「○○疑い」と記載されている場合は、取り扱えません(医師に確定診断傷病名を記載するよう依頼すること)。

・支部様式を使用してください。


